
 収集日当日の午前８時３０分までに出してください。
収集後に出されたごみは回収しません。

 決められた日・場所に分別して出してください。

 もやすごみ、もやさないごみ、資源ごみは町指定の
袋で出してください。粗大ごみは、粗大ごみシール

を貼って出してください。

家庭ごみの分別と出し方

ルール違反のごみは、回収できません。

ルールを守ってごみを出しましょう。

ごみを出すときの注意事項

河合町
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きっちり分別、
しっかり資源に
きっちり分別、
しっかり資源に

分別区分早見表

資
源
ご
み

月
２
回

スプレー缶は中身を使い切って
穴はあけないでください。飲食
用かんは、水洗いしてください。

かん・びん
スチール缶・アルミ缶・飲み
物などのびん。缶詰もびん詰
も中身を使い切ってください。

資
源
ご
み

月
２
回

ペットボトル
飲料用・酒類・調味料用のペッ
トボトルにこのマークがあるも
のだけが対象。

有
害
ご
み

年
４
回

透明または半透明の袋に入れ、ガム
テープは貼らずに出してください。
※蛍光管は購入時の箱に入れる。
※電子体温計は、もやさないごみ。

有害ごみ
電池（水銀電池・乾電池・
ボタン電池）・水銀体温計・
蛍光管電球

処分される場合は、専門店・販
売店にご相談ください。河合町の施設で処理で

きないため、収集する
ことも持ち込むことも
できません。

収
集
で
き
な
い
ご
み

産業廃棄物・建築廃材・砂・土・瓦・レンガ・
コンクリート・タイヤ・バッテリー・廃油・プ
ロパンガスのボンベ・農機具・温水タンク・工
業用ミシン・単車・車の部品・塗料缶・消火器・
医療廃棄物など

生ごみ 野菜・魚・肉などの調理くず
茶殻など よく水切りをしてください。

新聞・雑誌・段ボールは地域の
集団回収を活用ください。

枝は５０㎝以内直径１０㎝以内
に切ってください。
ふとんや毛布はたたんで袋に入
れてください。袋に入らない場
合は、もやすごみ袋（大）の袋の
横を切り開いて、巻きつけてくだ
さい。
※汚れているとは、水洗いで取れ
ない汚れ。

雑がみ・ティッシュペーパー・紙おむつなど

落ち葉・木片・草・剪定枝

紙くず

木くず

調味料のチューブ・お菓子の袋・
惣菜などのトレイ・ソースのペットボトルなど

プラ製文房具・プラ製のおもちゃ・
プラ製のハンガーなど

プラスチック
使用製品

汚れている
プラスチック製容器包装
とペットボトル

も
や
す
ご
み

布くず
ふとん類 ふとん・毛布・ざぶとんなど

布きれ・靴下など

週
２
回

トレイは店頭回収ボックスでの
リサイクルにご協力ください。

割れたものや刃物は厚手の紙に
包み「危険」などと表示して指
定袋に入れてください。
小型家電は、役場など設置のボッ
クスによる回収もしています。

プラマークの着いたプラス
チック容器・トレイなど

汚れていない
プラスチック製容器包装

も
や
さ
な
い
ご
み

陶器・ガラス・コップなどガラス
瀬戸物類
金属類 鍋・フライパン・スプーン・刃物類

小型家電製品 指定袋に入る大きさの家電製品

週
１
回

粗
大
ご
み

大型家電製品

家具類

建具類

指定袋に入らない大型の家電製品

たんす・机・ベッドなど
ふすま・障子など

粗大ごみシールを貼ってください。
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
衣類乾燥機・エアコン・パソコ
ンはごみには出せません。

週
１
回

キャップとラベルは、取り
外してください。
中は、水洗いしてください。
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対象品目

台所ごみ類（生ごみ）

調理くず（野菜・魚・肉など）・残飯・茶かすなど

木くず類

落ち葉・木片・刈草・剪定枝・畳（1/4に切ること）など

プラスチック使用製品・汚れたプラスチック製容器包装など

⇒８ページ参照

布類

衣服・布くず・布団・毛布・ぬいぐるみなど

紙くず類

雑がみ・ティッシュペーパー・紙おむつなど

もやすごみ（可燃）

• 台所ごみ類は、水分を多く含むため、必ず水切りをしてから捨てて

ください。

• 食用油は、凝固剤を使用するか、紙、布などに染み込ませてからも

やすごみとして出してください。

• おむつの汚物は、可能な限りトイレに流してから出してください

• 布団類が袋に入らない場合は、可燃大の袋を開き、それで縛って出

してください（３ページ参照）。

• 剪定枝は、長さ５０㎝、太さ１０㎝以下に切ったうえで、可燃ごみ

の袋に入れるあるいは可燃大の袋を開き、それで縛って出してくだ

さい（３ページ参照）。指定袋を使用せず、紙袋に入れたり、ひも

で縛っただけで出しても回収いたしません。

• 畳は必ず、１/4より小さく切ってから出してください。

注意事項

河合町指定ごみ袋（大・中・小・ダストシュート）に入れて、午前８時３０分

までに指定のごみステーションに出してください。

収集終了後に出されたごみは、回収しません。

ごみステーションのスペースなどの問題から、１日３袋まででお願いします。
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布団類の出し方

写真のように指定ごみ袋に入れて出す。
布団は四つにたたみ袋に入れる。
袋の口はしばれないようであれば
そのままでよい。

指定ごみ袋大をたてに切り開き
１枚にする。
布団を包み、しばって出す。

枝は指定ごみ袋に入れて出す。
枝が散乱しないよう口をしばる。

指定ごみ袋を切り開き１枚にし、枝を包
みしばる。量は１枚の袋で巻ける範囲と
してください。

写真のように指定ごみ袋を縦に
切り、手さげの部分は切らない
で残す。

袋の輪の中に枝を入れ口の部分をしばる。
量は１枚の袋で巻ける範囲としてください。

布団類は、もやすごみの指定袋で下記方法で出してください。

剪定枝の出し方

枝はもやすごみの指定ごみ袋大で下記のいずれかの方法で出してください。

枝は、５０ｃｍ以内・直径10ｃｍ以内に切って出してください。

指定袋大のたての長さは６０ｃｍありますので長さの目安にしてください。
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もやさないごみ（不燃）
河合町指定ごみ袋（大・中・小）に入れて、午前８時３０分までに指定のご

みステーションに出してください。

収集終了後に出されたごみは、回収しません。

ごみステーションのスペースなどの問題から、１日３袋まででお願いします。

対象品目

プラスチック製容器包装

右の識別マークあるプラスチック

食品トレイ・ボトル容器、

ペットボトルキャップ、ラベルなど

小型家電製品

指定袋に入る家電（炊飯器・トースターなど）

金属類

フライパン・鍋・刃物類など

ガラス・陶器類・磁器類

食器類・花瓶・植木鉢・鏡など

注意事項
• プラスチック製容器包装は、汚れている場合軽く水洗いして、汚れを落

として、水を切ってから出してください。汚れが取れない場合は、もや

すごみとして出してください（８ページ参照）。

• ペットボトルのキャップとラベルは、資源ごみではなく外して、もやさ

ないごみとして出してください。

• ガラス・陶器類・磁器類は、割れないように新聞紙などで包んだり、紙

袋に入れたうえで「危険」「割れ物注意」など書いて出してください。

• 刃物類は、刃先を紙で包んだりして、切れないようにしてから「危険」

「刃物注意」など書いて出してください。

• 小型家電類を出す際は、必ず電池やバッテリーを外して出してください。

電池は、有害ごみ、バッテリーは、家電量販店のリサイクル回収または

清掃工場へ直接持ち込みください。

• プリンターは、トナー・インクなどを取り外してください。トナー・イ

ンクは、もえるごみまたは家電量販店などのリサイクル回収を活用くだ

さい。

• 傘などは多少袋から出ますが、もやさないごみで出してください。

• 小型家電製品はボックス回収も実施しています（９ページ参照）。
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粗大ごみ

粗大ごみシールを貼って、午前８時３０分までに指定のごみステーション

に出してください。

収集終了後に出されたごみは、回収しません。

対象品目

家具類

タンス・食器棚・テーブルなど

その他

自転車、犬小屋など、指定袋に入らない大型の物

建具

工具等を使用せず取り外し可能な物（ふすま、障子戸など）

家電製品

指定袋に入らない家電（食器洗い洗浄機・ストーブなど）

注意事項
• 粗大ごみは、指定袋に入らない大型ごみです。１３ページからの一

覧に不燃と記載があるものでも、大型で袋に入らない場合は粗大ご

みとして出してください。

• 袋に入る小さなものにシールを貼って出しても、回収いたしません。

• 建具でも、ドアや窓のような工具などを使用しないと外せないもの

は、出せません。

• 畳は、１/４より小さく切ってから燃えるごみとして出してくださ

い。

• カーペットやじゅうたんなどは、粗大ごみではありません。丸める

のではなく、折る切るなどして、燃えるごみとして出してください。

• 電動機付自転車は、本体は回収できますが、バッテリーは回収でき

ませんので、必ず取り外して出してください。バッテリーは、購入

店やメーカーに回収を依頼するまたは清掃工場に直接持ち込んでく

ださい。
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資源ごみ（ペットボトル・かん・びん）

河合町指定ごみ袋（ペットボトル用・かん・びん用）に入れて、午前８時

３０分までに指定のごみステーションに出してください。

収集終了後に出されたごみは、回収しません。
※かんとびんは同じ袋ですが、分けて出していただけると清掃工場での分別が実施しや

すくなるため、助かります。

対象品目

ペットボトル

飲料用・酒類用・調味料用

右の識別マークがあるもののみ

びん

飲料用・酒類・調味料用・ジャム等びん詰用

梅酒などをつけるびんは対象外（もやさないごみ）

かん

飲料用・酒類用・缶詰用・菓子類用など

注意事項
• 中を水で洗って乾かしてから出してください。中身が入っていると

回収しません。

• ペットボトルのキャップとラベルは外して、もやさないごみとして

出してください。

• 上記識別マークのないボトルは、ペットボトルではありませんので、

もやさないごみまたはもやすごみとして出してください。

• びんのラベルは、剥がせない場合はそのままでも問題ありません。

• びんの蓋が金属製のものは、そのまま出していただいて問題ありま

せんが、プラスチック製の場合は、もやさないごみとして出してく

ださい。

もやさないごみペットボトル

ラベルを

剥がす

キャップを取る

水洗いする

キャップ

ラベル

本体
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有害ごみ

対象品目

電池（乾電池、ボタン電池）

透明な袋に入れて出してください。

バッテリーは対象ではありません。

水銀温度計、水銀体温計

割れないように保管ケースなどに入れて出してください。

電子温度計、電子体温計は電池を外してもやさないごみ

として出してください

蛍光灯、電球

割れないように購入時の箱などに入れて出してください。

LEDは、もやさないごみとして出してください。

透明な袋または割れやすいものは購入時の箱等に入れて、午前８時３０分

までに指定のごみステーションに出してください。

収集終了後に出されたごみは、回収しません。

注意事項
• これまではLEDは蛍光灯との判別が難しいため、有害ごみとして出

してくださいと案内しておりましたが、LEDが大きく普及してきた

ことから、LEDはもやさないごみになりました。

• 割れた蛍光灯や電球は割れ物として、もやさないごみで出してくだ

さい。

• バッテリーは、火災の危険があるため有害ごみとして出さないでく

ださい。家電量販店などのリサイクル回収、メーカー回収または清

掃工場へ直接持ち込んでください。

常時回収拠点について

• 有害ごみについては、清掃工場への直接持ち込みの他、出張所が常

時回収拠点となっておりますので、ご活用ください。

• 出張所が閉まっている日や時間帯はご利用できません。建物の外に

置くなどはしないでください。
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プラスチック使用製品

汚れたプラスチック製容器包装

ごみ焼却施設の広域化に伴い、プラスチック使用製品と汚れたプラス

チック容器包装、汚れたペットボトルがもやすごみとなりました。

プラスチック使用製品
プラスチックを主に使用した製品

おもちゃ・洗面器・バケツ・CD・DVD・プランター他

ボールペンなど完全にプラスチック製ではなく、ペン先やバネ等少量

の金属などを含む製品も対象となります。

汚れたプラスチック製容器包装
識別マークがあるが、水洗いしても汚れがとれないプラス

チック

主に、油分を多く含むものや構造的に洗いにくい物

例：マヨネーズの容器、歯磨きチューブなど

汚れたペットボトル
識別マークがあるが、水洗いしても汚れがとれないペット

ボトル

主に、食用油や調味料の容器

水洗い前 水洗い後

汚れが取れない

もやさないごみへ

もやすごみへ
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小型家電回収ボックス

河合町内５か所の公共施設に設置しています。

家電類をごみとして埋め立て処分するのではなく、含まれ

る有価金属をリサイクルいたします。

そのため、資源有効利用促進法対象品により、もやさない

ごみとして捨てることができないノートパソコンも入る大

きさであれば入れていただけます。

河合町役場・豆山の郷・まほろばホール・町立公民館・出張所

25㎝

10㎝

注意事項

• 電池やバッテリーは原則として外して出してください。スマート

フォンやハンディファンのように、壊さずに取り外すことができな

い場合のみ、そのまま入れてください。

• 外した電池は有害ごみとして処分してください。

• 外したバッテリーは、家電量販店での店頭回収やメーカー回収、

清掃工場へ持ち込みして下さい。ボックスにいれると、他の家電と

接触した際に破れて火災の原因となる可能性があります。

• 小型家電回収ボックスはごみ箱ではありません。リサイクル対象で

はないごみを入れないでください。

対象品目

スマートフォン・タブレット・電子辞書・デ

ジタルカメラ・電気シェーバー・ラジオ・リ

モコン・携帯ゲーム機・ノートパソコン・ド

ライヤー・カーナビ・アダプター・電卓他

ボックスにはいる大きさの家電

（開口部：２５㎝×１０㎝）

設置個所
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家電リサイクル対象品目
家電リサイクル法により、次の家電機器はメーカーなどがリサイクルを

行っています。

廃棄する際にはリサイクル料金が必要になり、町のごみには出せません。

買い替えをする 買い替えではない

郵便局でリサイクル券を購入

リサイクル料金、収集運搬料金
を支払い購入店に引取依頼 町に運搬を依頼(3000円/台)指定引取場所に自身で搬入

※最寄りの指定引取場所：誠運輸、穴闇49-1、TEL:0745-56-6035

家庭用パソコンのリサイクル
資源有効利用促進法により、家庭のパソコン（ディスプレイ含む）を再資源化するＰＣ
リサイクルが行われています。廃棄するときは、パソコンのメーカーへ回収の申し込み
と回収再資源化料金が必要となりますのでメーカーへお問い合わせください。

自作のパソコンや倒産したメーカーのパソコンなどを廃棄する際は（社）パソコン
３Ｒ推進協会にお問い合わせください。TEL:044-540-0576

※河合町のもやさないごみには出せませんが、小型家電回収ボックスに入る大きさ
のパソコンは、そちらで廃棄可能です。

平成１５年１０月以降に販売されたパソコンにはＰＣ

リサイクルマークがついています。
これらのパソコンには回収再資源化料金が製品価格に
含まれていますので料金負担の必要はありません。

エアコン

（室内機・室外機）

洗濯機

（全自動・二槽式）

衣類乾燥機

テレビ

（ブラウン管・液晶・

プラズマ・有機EL）

冷蔵庫・冷凍庫
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清掃工場へのごみ持ち込み

日々のごみの収集は、日常生活にて発生する生活ごみを対象としています。

片付けなどで大量のごみが発生した際は、清掃工場へ直接持ち込むあるいは

ごみの引き取りサービスをご利用ください。

清掃工場への自身で持ち込み

料金：町指定袋利用 無料（指定袋代がごみ処理手数料となります）

町指定袋以外 １００円/10kg（10kg未満は100円）

持ち込み可能時間：平日 午後１時～午後４時

祝日 午前８時３０分～午前１１時３０分

土日 不可

• 河合町の住民であることが分かるものを持参ください。

• 火災の危険性があるため、収集できないバッテリー類は、持ち込みのみの対

応となります。

• ごみを持ち込みする際は、きちんと分別してください。

• 粗大ごみシールは、無料で配布しているため、シールを貼っていても料金

（ごみ処理手数料）が必要となります。

個人宅へのごみの引き取りサービス

料金 １００円/10kg（10kg未満は100円）＋引き取り手数料１，０００円

引き取り実施曜日：月・火・金曜日

引き取り実施時間 午後１時～午後３時

• 引き取りは、軽トラックで行うため、引き取り可能な量は、軽トラックに乗

る量までとさせていただいております。

• 持ち込みと異なり、指定袋を使用していても、重量によってごみ処理手数料

が生じますので、ご注意ください。

• 料金の支払いは、現金支払いのみとなっており、引き取り当日の午後４時ま

でにお願いします。清掃工場まで支払いに来ることが困難な方は、ご自宅ま

で集金に伺います。

完全予約制となります。事前に清掃工場まで問い合わせてください。
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ごみとして収集に出せない物

建築業や事業者から出るごみ（産業廃棄物に類する物）

製造工程から出るごみ、建築廃材や産業廃棄物、農機具など

爆発性・引火性のあるごみ

プロパンガスなどのガスボンベ類、ガソリン、シンナー、ペンキ、オイ

ル等の油類

※食用油は、凝固剤を使用するか、紙、布などに染み込ませたあともや

すごみ

危険性のあるもの

農薬、殺虫剤などの薬品類、消火器、バッテリーなど

※バッテリーが取り外せない小型家電機器は、小型家電回収ボックスか

清掃工場への持ち込みのみ可

※小型家電機器から取り外したバッテリーは清掃工場への持ち込みのみ

可（取り外した後の小型家電機器はもやさないごみ）

処理できないもの

農機具、農業用資材、浴槽、大型設備器具、バイク、タイヤ、ピアノ、

据え置き型金庫、医療廃棄物、薬品などが付着している容器、ドラム缶、

仏壇、石、ブロック、煉瓦、屋根ソーラー、自動車・単車の部品

土砂など

土砂、園芸用の土、ペットのトイレ用の砂

※トイレ用の砂はパルプ等の土や鉱物でないものはもやすごみ

リサイクル家電（家電リサイクル法対象品）

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン

※有料で指定取引場所への運搬は可（１０ページ参照）

パソコン

パソコン・ノートパソコン・ディスプレイ

※小型家電回収ボックスに入るものはボックス回収可（９ページ参照）

※処分方法については、清掃工場（TEL:0745-32-0706）まで

お問い合わせください。

12



ごみ分別区分一覧表（五十音順）

もやすごみ もやさないごみ

資源ごみ（ペットボトル・かん・びん） 有害ごみ（電池・蛍光灯等水銀含有物）

粗大ごみ（指定袋に入らないごみ）

町の収集に出せないごみ（一部清掃工場への持ち込みのみ可）

可燃、不燃となっているごみでも、指定袋に入らない場合は粗大ごみとして出してください。

ただし、発泡スチロールのように用意に小さくできるものは、袋に入る大きさにしてください。
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ご存知ですか？

まごころ収集

介護保険法で要介護認定を受けている高齢者の方、日常生活で常に介護

や介助を必要としている障がい者の方、ひとり暮らしなどの理由でごみを

集積所までもっていけない世帯に玄関先まで出向いてごみを収集する制度

です。（対象者は原則、おおむね６５歳以上の単身世帯で体が不自由な方、

高齢者のみの世帯、介護保険受給者、身体障害者手帳所持者など。）

まごころ収集の申し込みや問い合わせは福祉部福祉政策課または民生委

員さんまで。

問い合わせ 役場 TEL:0745-５７－０２００
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お問い合わせ

河合町清掃工場

〒６３６－００６１

奈良県北葛城郡河合町大字山坊６８３－１

TEL：０７４５－３２－０７０６

FAX：０７４５－３２－９４９１

清掃工場（持ち込み場所）の案内


